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Ⅰ　は じ め に

本稿の目的は二つある。一つは，スウェーデン
における派遣労働者の賃金決定のルールを明らか
にすることである。二つは，派遣労働者を巡って
構築される労使関係が，スウェーデン労使関係の

スウェーデンにおける労働協約を通じ
た派遣労働者の賃金決定

日本において「同一労働同一賃金」という名の下，雇用形態間の処遇格差是正に向けた取
り組みが進められている。その対象は，直接雇用の有期契約労働者から間接雇用の労働者
まで広範囲に及んでいる。こうした動きは，ヨーロッパ諸国ではすでに見られることであ
る。しかしながら，処遇決定の実態やそれが労使関係に与える影響については十分な蓄
積がなされていない。そこで，本稿では①スウェーデンにおける派遣労働者の賃金決定
のルールを明らかにし，②それがスウェーデン労使関係の構造に与える影響について考
察した。本稿で明らかになったことは，①派遣労働者の賃金は労働協約に基づいて決まっ
ていること，②協約は中央レベルの組合と派遣の経営者団体との間で締結されており，製
造業から非製造業まで横断的なルールが形成されていること，③派遣労働者の賃金は，派
遣先企業の労働者の平均賃金によって決まっていること，④正社員とは異なり，派遣労働
者については職場において賃金交渉が行われていないことである。このように，派遣労働
者の賃金は，企業内において交渉の余地が無いものとなっている。雇用形態の多様化は，
スウェーデン労使関係の集権化をもたらしている面がある。以上の発見より，スウェーデ
ン労使関係は引き続き分散化の傾向を示しているが，分権化だけではなく，集権化を伴い
ながら分散化が進展していることが明らかとなった。
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構造に与える影響について考察することである。
日本において「同一労働同一賃金」という名の

下，雇用形態間の処遇格差是正に向けた取り組み
が進められている。その対象は，直接雇用の有期
契約労働者から間接雇用の労働者まで広範囲に及
んでいる。こうした動きは，ヨーロッパ諸国では
すでに見られることである。本稿が対象とする派
遣労働者についても，均等均衡の実現に向けた取
り組みが実施されている。その際，ドイツのよう
に立法による規制に加えて，労働協約によって，
労使が自主的なルールを設定している国もある

（西村・山本 2016）。後述するように，スウェーデ
ンにおいても，労働協約によって労使が自主的な
ルールを設けている。

ところで，90 年代以降，欧米諸国では労働市
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場の柔軟性を高める方向で雇用や労使関係の改革
が進められている。雇用形態の多様化や労使関係
の分権化はその最たる例として取り上げられてき
た（例えば Katz and Darbishire 2000）。高い組織率
に支えられながら，集団的な労使関係によって雇
用にかかわる様々なルールを定めてきたスウェー
デンも同様の変化を経験している。90 年に入り，
労働者派遣が解禁された（ファールベック 1994）。
また，かつてのナショナルセンターを頂点とした
中央集権的な労使交渉体制も分権化した（稲上・
ウィッタカー 1994；宮本 1999；篠田編 2001）。

しかしながら，雇用形態の多様化や交渉体制の
分権化後，いかなる労使関係が構築されているの
かについては，曖昧な部分が残されていると思わ
れる。また，近年，一国の労使関係を 1 つのモデ
ルで捉えることの問題が指摘され始めている（例
え ば Bamber et al. 2015；Katz, Kochan and Colvin 
2015）。このことは一国の労使関係において分野
ごとの分散が進んでいることを示唆するものだと
思われる。

スウェーデンの派遣労働者の労働条件は，いか
なる労使交渉体制の下で行われ，そしてどのよう
なルールが設定されているのか。本稿ではこの点
について，労働協約の内容と職場での運用を明
らかにする。そして，発見された事実を通して，
派遣労働者を巡って構築された労使関係が，ス
ウェーデン労使関係の構造にいかなる変容をもた
らしたのかについて考察する。本稿の構成は次の
通りである。Ⅱではスウェーデンの労働者派遣に
関する先行研究を概観すると共に，本稿が注目す
る事柄について提示する。Ⅲでは労使当事者につ
いて簡単に説明する。Ⅳでは正社員の賃金決定に
ついて取り上げる。そして，ⅤとⅥにおいて派遣
労働者の賃金決定について説明する。最後にⅦに
おいて本稿の議論をまとめる。

Ⅱ　先 行 研 究

スウェーデンの労働者派遣にかかわるルールに
ついては，それに関連する労働関係立法を中心に
先行研究において紹介されている。ファールベッ
クは，1991 年と 1993 年の労働者派遣法の内容に

ついて概観するとともに，労働者派遣が国家によ
る規制産業から自由化されたことを指摘する（フ
ァールベック 1994）。ILO（2016）では，欧米各国
の労働者派遣にかかわる労働関係立法の内容が紹
介されており，①スウェーデンの労働者派遣法
は，同じ仕事をしている派遣先企業の労働者と派
遣労働者を平等に取り扱うことを定めているこ
と，ただし，この規定は労働協約によって逸脱す
ることが認められていることが指摘されている。
また，労働政策研究・研修機構（2011）では，労
働協約における賃金規定の一部が紹介されてい
る。しかしながら，先行研究では法律や労働協約
の文言について紹介はされているものの，その規
定が実際にどのように運用されているのかについ
ては言及がなされていない。また，そのルールが
労使関係に対して与えた影響についての言及も少
ない。これらの既存の調査研究で明らかにされて
いない点について，本稿では労働協約の規定を確
認するとともに，それが実際にどのような形で運
用されているのかについて明らかにする。

さて，労働者派遣法の第 6 条は，同じ仕事に従
事している派遣先企業の直接雇用の労働者と派遣
労働者の労働条件を同一にしなければならないこ
とを定めている。このルールを実際に現場で運用
する際には，関係する当事者間において，いくつ
かの煩雑なやり取りが発生することが予想され
る 1）。例えば同じ仕事を行っている者をいかなる
方法で確定するのだろうか。派遣される労働者の
労働条件を決める上で比較の対象となる派遣先企
業の労働者を複数の労働者の中から見つけること
は，派遣会社や派遣労働者を受け入れる企業にと
って，労力を要する作業になると思われる。比較
対象となる労働者の設定において，スウェーデ
ンではいかなるルールが設計されているのだろう
か。また，実際に作成したルールの履行確認はい
かなる方法を通じて行われているのだろうか。

そこで本稿では，労使当事者が定めたルールに
関わり，次の三つに注目する。一つは，派遣労働
者の賃金を決定する際に比較の対象となる派遣先
企業の労働者の確定方法である。労使の誰が，ど
のようなルールに基づいて決めているのか。二つ
は，実際の賃金額の決定ルールについてである。



論　文　スウェーデンにおける労働協約を通じた派遣労働者の賃金決定

No. 727/Special Issue 2021 81

欧米は職務給と言われているが，実際の賃金体系
を見ると，職務の価値だけではなく勤続年数，個
人や集団の成果なども賃金を決める際に考慮され
ている（西村 2014，2017）。そのため，たとえ同
じ職務に従事していたとしても個々の賃金は異な
ることが往々にして発生する。このような状況の
下で，派遣労働者の賃金額はどのようなルールに
よって決められているのか。三つは，そのルール
の履行確保のための仕組みについてである。

なお，本稿は議論の対象を賃金に絞っている。
加えて，賃金の中でもその大部分を占める月例給
を中心に論じている。また，ブルーカラーの派遣
労働者を主な対象としている。スウェーデン労使
関係の特徴は，主にブルーカラーの労使関係を指
していることが多いため，この階層を把握するこ
とが，労使関係の変容についての知見を得る上で
適当だと考えたからである。

Ⅲ　労使当事者

労使当事者について，ブルーカラーを例に簡単
に確認しよう（図 1）。スウェーデンの労使関係は
大きく 3 つの層からなっている（EIRR 1984）。労
働組合側には，まず，①中央（国）レベルに LO
があり，②産業レベルに各産業別組合（例えば機
械金属産業組合（以下 IF-Metall））がある。ブルー
カラーのナショナルセンターである LO は，IF-
Metall の他，製紙産業組合，流通産業組合，地
方公務員組合など 14 の民間部門と公共部門の産

業別組合を組織している。メンバーの数は，約
140 万人である 2）。

企業内に目を向けてみると，「クラブ（Klubb）」
と呼ばれる組合組織がある。通常，ボルボといっ
た大手企業には「クラブ」が組織されている。企
業規模が小さくなると「クラブ」が組織されてい
ない場合が多い。

経営側にもそれぞれ対応する組織がある。全国
レベルの経営者団体として，SN（スウェーデン企
業連盟）がある。約 6 万の企業を代表する組織で
あり，それらの企業で働いている従業員数は約
170 万人に上る。その下に産業レベルの経営者団
体（例えば電機や自動車などの企業が加盟してい
る Teknikföretagen（TF）や人材サービス系の企
業が加盟している Kompetensföretagen（KMF））
がある。さらにその下に加盟企業がある。

なお，2016 年時点のデータとはなるが，組合
組織率は 69％，経営者団体加盟率は 88％となっ
ている 3）。ここから，多くの労働者の労働条件
は，労使団体が作り出すルールの影響を受けてい
ることが分かる。

Ⅳ　正社員における労使交渉と賃金決定

図 1 に基づいて労使交渉体制について確認する
と，中央集権的労使関係として形容されてきたス
ウェーデンでは，かつては労使のナショナルセン
ターである LO と SAF（SN の前身組織）の間で
団体交渉が行われており，①国（中央）レベル，

②産業（セクター）レベル

③企業（工場・職場）レベル クラブ 企業

ナショナルセンター
（Ex: LO）

ナショナルセンター
（Ex: SN）

産業別組合
（Ex: IF-Metall）

産業別の経営者団体
（Ex: TF）

労使関係の階層

出所：EIRR（1984）を基に，筆者作成。

労働側 経営側
労使の組織

①中央（国）レベル

図１　スウェーデンの労使関係の構造
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②産業レベル，③個別企業の三層構造となってい
た。現在は②産業レベルと③個別企業の二層構造
となっている。

正社員の場合，まず，産業レベルで労使交渉が
行われ，産別協約が締結される。一つの産業別組
合の中を主に業種をベースとしたセクターと呼ば
れる単位に分け，各セクター単位で協約が締結
される。図 1 の例でいうと，IF-Metall の中には
エンジニアリングセクターと呼ばれるセクター
がある 4）。この場合の交渉当事者は，IF-Metall
と TF となり，エンジニアリングセクターの協約

（Teknikavtalet）が締結される。セクター毎に協
約が締結されるので，同じ産業別組合の中でも各
セクターによって協約の内容が異なっている場合
がある。

産別協約のルールは，企業の規模や収益状況に
かかわらず，全ての協約適用下の企業に適用され
る。協約で定められた賃上げ率は，いかなる理由
であっても下回ってはならないものとなってい
る。その意味では厳格な賃上げ相場を形成してい
ると言える。ただし，協約の賃上げ率は，企業や
事業所における平均賃上げ率のことであり，個々
人の賃上げ率を定めたものではない。例えば産別
協約において 3％の賃上げ率となっている場合，
事業所全体での賃上げ率は 3％以上である必要が
あるものの，個人への分配については 4％の者が
いれば 2％の者がいても問題は無い。個人への分
配は，企業内の労使交渉によって，決めることが
できる。また，賃金制度についても各社が独自の
制度を持っている。資格等級，賃金体系，評価制
度 5）は，企業ごとに異なっている。

このように，産別協約はあるものの，賃金制度
や個人が受け取る賃金は，個別企業での労使交渉
に委ねられている部分が多い（西村 2014，2017）。
各社の共通点として，入社時点の賃金を起点に昇
給が行われること，その際には仕事ぶりや勤続年
数が加味されていることが挙げられる。企業内の
交渉であるが，組合組織である「クラブ」がある
場合「クラブ」が，無い場合，産業別組合地域支
部の「交渉人」が，企業側と交渉している。

Ⅴ　派遣労働者における労使交渉と賃金
決定

１　派遣労働者の特徴

以上，正社員における労使交渉と賃金決定の特
徴について確認した。次に派遣労働者の場合につ
いて確認する。その前に，派遣労働者の数につ
いて確認しておくと，KMF（2019b）によれば，
2018 年には，現在労働者派遣を通じて仕事を行
った者は 26 万人にのぼるという。フルタイム換
算すると 9 万人程度になる。労働者全体に占める
割合は大きくないものの増加傾向にある働き方で
あり 6），スウェーデンの労働者数に占める派遣労
働者の比率は，2018 年時点で 2.0％と試算されて
いる 7）。

KMF（2019a，2019b）を参考に確認すると，派
遣労働者の特徴として以下の点が挙げられる。第
一に，若年層が多いことである。全派遣労働者の
半数が 34 歳未満となっている。第二に，近年 60
歳以上の派遣労働者が増加していることである。
現在，この年齢層は，派遣業界の労働力の 8％を
占めている。第三に，移民が多いことである。ス
ウェーデンの全派遣労働者の 26％が移民となっ
ている。

また，働き方は，派遣会社と無期契約を結ぶこ
とが基本とされている。派遣労働者のキャリアで
あるが，基本的には 6 カ月から 18 カ月の間に 2
つから 3 つの職場で勤務した後，派遣先企業に社
員として雇われることが多い（KMF 2019a）。一
方，派遣労働者として働き続ける者もおり，11
年間で 10 社を渡り歩いた派遣労働者や 20 年間派
遣労働者として働き続けている者もいるという。
また，学生のアルバイトや副業で派遣労働者とし
て働いている者もいるという 8）。

２　法律のルール

派遣労働者の処遇や活用のルールの基本は，労
働者派遣法で定められている。労働者派遣法は，
大きく派遣労働者の処遇に関するルール，派遣元
が負う義務，派遣先が負う義務 9），法律の規定を
破った際の罰則が定められている。本稿と最も関
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わりの深い規定は，労働者派遣法第 6 条である。
第 6 条において，派遣労働者と利用企業（派遣先
企業）の労働者を平等に取り扱わなければなら
ないこと（equal treatment）が定められている。
下記のような文言となっている。

　
「利用企業（user undertaking）において仕

事を割り与えられている期間中，派遣会社（a 
temporary-work agency）は，少なくとも仮に
同じ仕事を行わせるために利用企業によって直
接採用された労働者に適用されるであろう基本
的な労働条件（basic working and employment 
conditions）と同様の条件を労働者に保障しなけ
ればならない」

　
上記の文言のように，派遣会社は，自身の労働

者に対して，派遣先企業の労働者と同一の労働条
件を保障しなければならない。その際には，利用
企業（派遣先企業）において，仮に同じ仕事を行
わせるために従業員として採用された場合に適用
されていたであろう処遇と同じ条件としなければ
ならないことが定められている。しかし，上記の
規定は次の条件を満たす場合，適用されないこと
になっている。一つは，派遣されていない期間中
である（第 8 条）。もう一つは，労働協約の適用
下にある場合である（第 3 条）。

このように，労働者派遣法では労使当事者が
労働協約を締結した場合，第 6 条の規定を逸脱

（deviation）することを認めている。そのため，
法律の規定ではなく，適用される労働協約の規定
に沿って派遣労働者の処遇は決められることにな
る。スウェーデンにおける派遣労働者の協約の適
用率は 97％となっている（KMF 2019a）。このこ
とから，多くの派遣労働者の処遇は労使交渉を通
じて決められていることが分かる。

３　交渉体制

労働協約は，派遣の経営者団体とブルーカラー
の労働組合のナショナルセンターである LO で締
結されている 10）。このように，ナショナルセン
ターである LO が協約締結者となっている。各産
業別組合が交渉当事者となる正社員とは異なる交

渉形態となっている。協約は 2000 年に初めて締
結された。協約締結年数に特に決まりはないが通
常 1 年か 3 年が多いという。このように，派遣労
働者の労働協約は，産業をまたがって適用される
全国協約となっている。全国協約は派遣の経営
者団体に加盟している企業に雇用されている労働
者全てに適用される。賃金についてもこの協約の
ルールに沿って決められる。

ところで，なぜ，LO が協約締結者となり，産
業横断的なルールを適用しているのか。その背景
として，一つの派遣会社が扱う業種が多岐に渡っ
ている点が挙げられる。一つの派遣会社は複数の
業種へ人材を派遣するため，直前の派遣先と現在
の派遣先の業種が異なることが往々にしてあると
いう。仮に，正社員のように産業（セクター）ご
とに協約を締結すると，派遣先の業種が変更され
るたびに異なる協約の内容を適用しなければなら
なくなり，協約の運用が煩雑となる。そのため，
LO が協約締結者となり産業横断的なルールが設
けられている。

４　全国協約の内容と運用

全国協約の冒頭において，LO および LO 傘下
の組合と派遣の経営者団体の間で労働者派遣業に
関する宣言が行われており，労使が派遣業界の重
要性について合意した上で，派遣労働者のルール
は産業横断的なルールを設定することが謳われて
いる 11）。このように，労働者派遣業の必要性や
ルールメイキングの基本方針について労使間で合
意した上で，賃金について次のようなルールが設
定されている。

協約では派遣されている期間と派遣されていな
い期間の双方における規定が設けられている。ま
ず，派遣期間中については，大きく派遣期間中の
賃金額と最低水準に関する規定が設けられてい
る。派遣中の賃金額の規定は第 4 節「派遣期間中
の賃金および報賞」の 2 項に示されており，以下
のような内容となっている。

第 4 節　派遣期間中の賃金および報賞
1 項　【略】
2 項　ルール；派遣期間中の賃金
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「カスタマー企業の比較グループ（comparable 
groups） に お け る 平 均 賃 金 の 状 況（average 
earnings situation）（T（時間に応じて支払われ
る賃金……筆者）＋ P）と同じだけの時給／月
給が支払わなければならない。P はパフォーマ
ンスペイ，出来高賃金，インセンティヴ給，ボ
ーナス，歩合制（commission）を表している。
個人の時給／月給は，第 5 節 2 項（§5 Item2）
の金額を下回ってはならない」

【以下略】

以上の文言より，派遣中の賃金について次の二
つのルールが決められていることが分かる。1 つ
はその算定方法であり，もう 1 つは最低限保障さ
れるべき賃金額についてである。最低限保障され
るべき賃金は，第 5 節 2 項の金額に基づくことに
なっている。第 5 節 2 項は，派遣されていない
期間に保障される賃金額に関する規定である 12）。
つまり，派遣労働者の賃金は，派遣されていない
期間に保障される最低賃金を下限として，派遣先
企業の労働者の平均賃金に基づいて決められてい
る。この比較グループの社員の平均賃金に基づい
て派遣労働者の賃金を決定するルールは，GFL
ルールと呼ばれている。

GFL ルールの運用について確認すると，まず，
比較グループの範囲について明確な基準は設けら
れていない。協約では派遣先企業の職場組織や明
確な職業資格に基づいて決められるべきとされて

いるものの 13），例えば職場組織の大きさなどに
ついて具体的な規定はない。事業所の規模によっ
てその範囲は異なるが，組み立てや塗装など職場
を単位に設定されることが多く，小規模の企業の
場合には職場全体となる場合が多いという14）。こ
のように，比較グループの範囲の設定は，各企業
で行われている。その決定や変更には，労働組合

（「クラブ」や「産業別組合地域支部の交渉人」）
も参加している。

この比較グループ内の派遣先企業の社員の平均
賃金が，派遣労働者の得る賃金となる。その際，
派遣労働者が担当している仕事と派遣先企業の
社員が担当している仕事の違いは考慮されない。
この点について製造大手のスカーニア社（以下 S
社）O 事業所を例にとり，ルールの運用を確認す
る 15）。図 2 は，S 社 O 事業所の社員の賃金制度
を示したものである。

まず，①資格給，②勤続給，③シフト手当，④
業績ボーナスによって構成されている。①資格給
は 7 つの等級で構成されており，資格毎のシング
ルレートとなっている。通常は，勤続 4 年目で 4
等級に昇格するという。会社が認めた者は E 等
級へ昇格できる。こうした昇格ラインとは別に，
製造ラインで特定の役割を果たすことで 4 等級以
上に格付けされる。アンドンの担当 16）やチーム
リーダーに任命されることで「アンドンの等級」
や「チームリーダーの等級」に昇格できる。例え
ば 3 等級にいる者がチームリーダーを任されると

1

２

３

４

E

アンドン

チームリーダー

勤続年数
1年目

出所：S社「ブルーカラークラブ」代表 J氏へのヒアリング調査より筆者作成（2019 年 6 月 19 日）。

2年目 3年目 4年目 5年目～

②勤続給

③シフト
　手当

④業績
　ボーナス

①資格給

図２　S社Ｏ事業所の賃金制度
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4 等級を飛び越して「チームリーダーの等級」に
昇格する。

②勤続給は，勤続 6 年目から適用され，毎
年 50 スウェーデンクローナ（SEK）ずつ昇給し
ていく 17）。勤続 21 年目まで昇給していく。③
シフト手当は，夜勤シフトに適用される。一律
1500SEK が支払われる。その他，④業績ボーナ
スがある。会社の業績に連動して支払われる金額
が決定する。最も高い場合 56000SEK が労働者に
一律に支払われる。この業績連動ボーナスである
が，金額は毎年の業績に応じて決まるが，その受
け取りは 5 年後というやや特殊な業績連動賃金と
なっている。

O 事業所はボディーショップ，ペイントショッ
プ，アッセンブリーショップ，ロジスティックの
四つのワークショップで構成されている。ワーク
ショップが比較グループとして設定されている。
アッセンブリーショップには三つの「ライン」が
あり，各「ライン」は 25 名ほどで構成されてい
る。そしての一つの「ライン」はさらに二つの

「グループ」に分けられている。このように，職
場組織の最小単位は「グループ」になるが，ワー
クショップが比較グループの単位となっている。
比較グループの平均賃金の算定において考慮され
る給与項目をまとめたものが表 1 である。

表 1 で示した通り，全国協約の規定に沿って O
事業所の社員に支払われる賃金が合算されてい
る。派遣労働者の賃金は，自らが配属されたワー
クショップで働く派遣先企業の社員の平均賃金と
なる。その際，ワークショップ単位で平均賃金
を出すため，その中にはチームリーダーやアンド
ン担当といった高い賃金を得ている社員も含まれ
ることになる。その結果，S 社で 4 年間勤続を積
み，会社が求める水準で効率的に仕事を行える S
社の社員の賃金を，新入りの派遣労働者の賃金が
上回ることもあるという。このように，同じ仕事

に従事している派遣労働者と S 社の社員の賃金
は，必ずしも同額ではない。また，派遣労働者の
賃金が，S 社の社員の賃金を上回ることもある。

こうした現象について，S 社の社員が「クラ
ブ」に対して不満を述べることもあったという。
しかしながら，「クラブ」は，同じ仕事に従事し
ている正社員と派遣労働者の処遇の逆転現象につ
いて，その是正に取り組むようなことはしなかっ
た。「派遣労働者は高い賃金をもらっているが，
その分雇用が不安定である」ことを理由に，「ク
ラブ」は不満のある S 社の社員の説得にあたっ
ていたという 18）。

ただし，派遣労働者は，業績連動部分の給与で
ある④業績ボーナスの支払い対象外となってい
る。プロフィットシェアの側面が強いため，支払
いの対象とはなっていない。「クラブ」は派遣労
働者に対しても支払われることを望んでいたが，
会社は拒否したという。このように業績連動部分
についてはその算定基準に応じて適用対象外とな
る場合もある。

以上のような比較グループの平均賃金方式がと
られている理由として，第一に，比較対象者の選
定の手間を省けることが挙げられる。法律の規定
に沿うと派遣労働者と同じ仕事をしている労働者
を職場で探す必要がある。かつては派遣会社と派
遣先企業が探していたが，簡単に見つからない
ケースもあったという。協約のルールは，この手
間を省くことに寄与している。第二に，派遣労働
者を正社員の代替として活用することを防止する
ためである。上で指摘した賃金の逆転現象は，企
業が正社員の代替として派遣労働者を活用するこ
とを抑制しているという。

Ⅵ　ルールの履行確認

では，いかなる方法でルールの履行確認が行わ

表 1　平均賃金の算定に考慮される要素

対象 給与計算の対象

第一シフト（日中） 同じワークショップで働く O 事業所の社員 ①資格給＋②勤続給

第二シフト（夜勤） 同じワークショップで働く O 事業所の社員 ①資格給＋②勤続給＋③シフト手当

出所：図 2 に同じ。
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れているのか。企業内の組合組織である「クラ
ブ」と産業別組合の地域支部がルールの履行確
認を実施している。その手続きを確認すると，ま
ず，履行確認を行う産業別組合が決められる。派
遣会社の派遣先は複数の産業にまたがるため，各
派遣会社を担当する産業別組合が決められる。こ
の決定は LO が行う。その際のルールであるが，
当該派遣会社の派遣先企業の中で取引が最も多い
産業を組織している産業別組合が担当することに
なっている。例えば自動車企業やエンジン製造企
業に多く派遣している派遣会社については，そ
れらの企業を組織している IF-Metall が担当とな
る。

次にチェックの方法であるが，企業内に「クラ
ブ」が組織されている場合，「クラブ」が派遣労
働者の賃金水準を確認する。「クラブ」が組織さ
れていない場合は産業別組合の地域支部が確認す
る。通常の流れは次の通りである。ここでは「ク
ラブ」のある場合について確認する。まず，①賃
金がルール通りに支払われていないと感じた派遣
労働者は「クラブ」に連絡する。②連絡を受けた

「クラブ」は，比較グループの労働者の平均賃金
を確認し，派遣労働者の賃金が正しい水準かどう
かを確認する。③もし，派遣労働者の賃金水準が
低かった場合，「クラブ」は地域支部にその事実
を伝える。④連絡を受けた地域支部は派遣元に連
絡し，賃金水準を是正させる。「クラブ」がない
企業の場合，地域支部がこの一連の過程を担当す
る 19）。
「クラブ」であれ地域支部であれ，年々の賃金

交渉において派遣先企業の労働者の賃金データを
持っているため，企業に確認せずとも比較グルー
プの平均賃金を確認することができる。通常の労
使交渉によって得ている情報が，派遣労働者の賃
金決定の際にも利用されている。

Ⅶ　お わ り に

以上，派遣労働者の賃金決定について確認し
た。本稿の内容より，①派遣労働者の賃金は，労
働者派遣法ではなく労働協約のルールに基づいて
決まっていること，②そして協約は，中央レベル
の組合と派遣の経営者団体との間で締結されてお
り，産業横断的なルールが形成されていること，
③その際のルールは職場の派遣先企業の労働者の
平均賃金によって決まっていること，④このルー
ルは，派遣労働者と派遣先企業の労働者の月例給
の逆転現象を発生させる場合もあることが明らか
となった。

さて，本稿の内容から正社員と派遣労働者にお
いて展開されている労使関係をまとめると表 2 の
とおりとなる。このように，雇用形態によって交
渉体制や労働条件決定のルールが異なっている。
正社員の場合，産業別に定められたルールに基づ
いて，個別企業内において事実上賃金が決められ
ている。一方，派遣労働者の場合，産業横断的な
ルールの下で，個別企業内では賃金額について交
渉の余地がないようになっている。その意味で一
国の中の労使関係が多様化していると言える。し
かしながら，その変化の方向性は分権化の一方
方向ではなく，集権化の動きも見せている。ス
ウェーデンにおいては派遣労働者を対象とした労
使関係において集権化の動きが見られる。

以上より，スウェーデンにおいて労使関係は引
き続き分散化の傾向を示している。しかしなが
ら，分権化による分散化のみではなく，集権化を
伴いながら分散化が進展している。雇用形態の多
様化は，労使関係の再集権化を促すこともあるの
である。このことから，雇用形態の多様化は，集
団的労使関係の再構築を促している面もあること

表 2　正社員と派遣労働者の労使交渉体制・賃金決定のルール

締結団体（労働側／経営側） 労働協約の適用の範囲 個別企業内での交渉の余地

正社員の賃金決定
労働側：産業別組合
経営側：産業レベルの経営者団体

個別産業ごとに適用 あり。むしろ企業で賃金額は決定。

派遣労働者の賃金決定
労働側：ナショナルセンター
経営側：労働者派遣業の経営者団体

産業を横断して適用
なし。派遣先企業の労働者の賃金
水準に基づいて自動的に決定。

出所：筆者作成。
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が窺える。

 1）日本でも，派遣先企業の通常の労働者（いわゆる正社員）
を比較対象労働者として，派遣労働者に均等・均衡待遇のルー
ルが導入されようとしている（水町 2019）。しかし，労働法
学者の中には，日本の現状を踏まえ，非正規労働者に均等・
均衡待遇のルールを適用する際の課題を指摘する研究者がい
る。その理由として，企業によって正社員の賃金制度のあり
ようが異なること，職務を基礎とした労働市場が形成されて
いないこと（言い換えれば，横断的に賃金が決定されていな
いこと）が挙げられている（例えば島田 2018；小西 2018）。
こうした指摘は，実際の運用を考えた際に，比較の対象を選
定することの困難さを示していると言える。

 2）LO の HP（https://www.lo.se/english/this_is_lo） に よ る
（2020 年 2 月 3 日閲覧）。

 3）https://www.eurofound.europa.eu/country/sweden（2020
年 3 月 31 日閲覧）。

 4）ボルボ，SKF，スカーニアなどスウェーデンを代表する製
造企業はこのセクターで締結された産別協約が適用される。
IF-Metall の中で最も多い組合員を抱えるセクターである。

 5）ブルーカラーにおいても能力査定に基づき労働者の賃金を
決定している。

 6）派遣労働者の趨勢について，WEC（前身は CITTE）の提
示しているデータに基づき，スウェーデンの派遣労働者の推
移についてその浸透率を見てみると，0.2％（1996 年）から
1.4％（2011 年）に増加している（Liemt 2013）。KMF の前身
である Bemanningsföretagen（BMF）のレポートに基づくと，
2009 年に浸透率は一旦低下する（1.0％）ものの，その後再び
上昇傾向を示している。

 7）World Employment Confederation　Economic Report 
2020.（https://www.jassa.or.jp/WEC/statistical/2020/WEC_
Economic_Report_2020.pdf　アクセス日 2020 年 2 月 3 日）

 8）ここで示している派遣労働者を継続する者や学生アルバイ
トや副業の例については，IF-Metall ストックホルム支部 K
氏へのヒアリング（2019 年 6 月 13 日）や派遣会社 L 社の L
氏へのヒアリング（2019 年 6 月 18 日）による。

 9）例えば派遣労働者に利用料を負担させてはならないことが
義務として設けられている。

10）派遣の経営者団体は，現在 KMF となっている。現在適用
されている最新の労働協約が結ばれた時は，KMF の前身で
ある BMF が経営側の締結当事者であった。

11）その要点を示すと以下の通りとなる。①派遣の労働協約は，
複数の産業に対して同一の規制を設ける。②派遣業界は発展
し続けている。③労使は，派遣業に影響を与えるルールを作
成することについて共同責任を負う。④企業の柔軟な人材活
用（flexible staffing solutions）に対するニーズは高まって
いる。それゆえ，労使は，派遣業界が重要な役割を果たすこ
とについて，合意する。⑤労使は企業の競争力を維持するこ
とを確保するとともに，従業員の雇用保障と育成に関して良
好な状態を維持することに責任を持つ。⑥労使は，この協約
が，派遣労働者とカスタマー企業の従業員に対して同じ条件

（equal condition）を確保することと同時に，同一産業の企業
間で平等な条件に基づいた競争が行われることに貢献するこ
とに合意する。

12）2 項の文言は以下の通り。「従業員が派遣されていない，も
しくは第 5 節 1 項にしたがって賃金を受け取る時，以下の金
額が 1 時間毎に支給される。」ところで，この金額であるが，

「特別な技能を持つ労働者」と「それ以外の一般労働者」の二
つが設けられている。なお，「特別な技能を持つ労働者」と

は，後期中等教育を卒業している労働者や高度な職業資格持
つ労働者が該当する。通常，後期中等教育を卒業しているの
で，多くの派遣労働者が「特別な技能を持つ労働者」に該当
すると考えられる。

13）比較グループの定義に関する協約の文言は以下の通りであ
る。「比較グループは何かという定義は，派遣会社が平均賃金
を支払うことを保障するために，職場組織もしくはカスタマー
企業の明確な仕事の基準に基づくべきである。比較対象の決
定において，範囲を定めた職場やビジネス領域は 1 つの単位
を構成すべきである。」

14）SKF「ブルーカラークラブ」K 氏へのヒアリング（2018 年
12 月 7 日），IF-Metall ストックホルム支部 K 氏へのヒアリン
グ（2019 年 6 月 13 日）による。

15）2018 年 版 の World Employment Confederation Economic 
Report より，スウェーデンの派遣労働者を活用している産業
について確認すると，農業が 1％，製造業が 28％，建設業が
1％，サービス業が 38％，行政機関が 10％，その他が 22％と
なっている。このことから，製造業は派遣労働者を活用する
主要な産業の一つであることが窺える。

16）アンドンとは作業現場の状況を周囲に知らせるシステムの
こと。ラインにつけられている紐を引っ張ることで，ライン
で異常が発生していることを周囲に知らせる仕組みのこと。
アンドンの担当は，異常を周囲に知らせたり，異常が発生し
た現場をチェックするなどの役割を担っているという。

17）スウェーデンクローナ（SEK）はスウェーデンの通貨単位。
1SEK は、12 円程度（2020 年 12 月時点）。

18）なお，こうした派遣先企業の社員の不満は S 社以外でも発
生しており，その際には同じような説得が行われている。IF-
Metall ストックホルム支部で派遣先企業との交渉を担当して
いる K 氏も，同様の説得を派遣先企業の組合員に対して行っ
ているという（2019 年 6 月 13 日実施調査）。

19）なお，IF-Metall のストックホルム支部では，派遣労働者の
賃金の担当者は 1 人であった。ストックホルム市内にある派
遣会社 50 社を担当し，賃金交渉や賃金の確認を行っている。
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